
令和８年（2026年）３月31日まで

そ
の
他（
粗
大
）ご
み

無　
料

⚫大きさを問わない

⚫有害ごみ
品目ごとに別々の袋に入れ、品目
を記入。割れたものは紙に包んで
袋に入れてだす。

令和８年（2026年）４月１日から（金額は1点あたり）

粗
大
ご
み

有　
料

⚫�一辺の長さが50cmを超えるもの 直接搬入 500 円

拠点回収 500 円

個別回収 700 円

特
定
粗
大
ご
み

有　
料

⚫�一辺の長さが50cmを超えるもののう
ち、高さ・横幅・奥行各辺の長さの合
計が300cm以上のもの

直接搬入 1,000 円

拠点回収 1,000 円

個別回収 1,200 円

も
え
な
い
ご
み

無　
料

⚫一辺の長さが50cmを超えないもの

直接搬入
集積所回収

※�これまでと変更�
ありません

⚫有害ごみ
品目ごとに別々の袋に入れ、品目を記入。
割れたものは紙に包んで袋に入れてだす。
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令 和令 和８８年年４４月月１１日 から日 から
「「 粗 大ごみ処理有料化粗 大ごみ処理有料化 」」がが はじまりますはじまります

　現在村では、家庭から排出されるごみについて、『もえるごみ、ガラス・陶器類、びん、カン類、ペットボトル、
プラスチック製容器包装、資源ごみ、剪定枝、その他（粗大）ごみ』に分別のうえ、排出いただいています。
　国通知において「一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」と示されたこと、また厚木市および愛
川町と共に進めてきた「ごみ処理広域化」により、３市町村が共通の認識をもって「ごみの分別区分の統一」
および「ごみ質の統一化」に取り組んでいることを踏まえ、村としては、次のとおり進めてまいります。

令和８年４月１日～令和８年４月１日～
『その他（粗大）ごみ』については、「粗大ごみ」「特定粗大ごみ」「もえないごみ」に分け、「粗
大ごみ」および「特定粗大ごみ」は、シール式のごみ処理券を事前に購入いただいて貼付の
うえ排出をお願いします。

『もえるごみ、ガラス・陶器類、びん、カン類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、
資源ごみ、剪定枝』については、これまでの収集日、排出方法などに変更はありません。

「粗大ごみ」「特定粗大ごみ」「もえないごみ」の排出方法、粗大ごみ処理券の購入方法などに
ついては、改めてご案内します。

直接搬入…清川リサイクルセンターへ直接搬入すること
拠点回収…煤ヶ谷地区に設置予定の拠点に回収に伺うこと（詳細は改めてご案内します）
※テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、建築廃材等、危険物、医療系ごみ、石やレンガ等は村では回収できません。
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